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磯子区連合町内会長会１月定例会 
日時 令和６年１月 17 日（水）10：00 

会場 区総合庁舎７階 ７０１・７０２号会議室 

○ 会長あいさつ 
○ 区長あいさつ 

 
警察・消防の議題 
１ 磯子警察署 

（１）令和５年 12 月末の犯罪発生状況について【磯子警察署】 

磯子区内の犯罪発生件数 574 件で、前年に比べ 72 件の増加となっています。 

特殊詐欺の被害件数は 37 件で、前年に比べ 15 件の減少となっています。 

 

（２）令和５年 12 月末の人身交通事故発生状況について【磯子警察署】 

磯子区内の本年累計の人身事故発生件数は 290 件で、前年に比べ 21 件の減少となって 

います。死者数は６人で前年に比べ５人の増加、負傷者数は 345 人で９人の減少となっ 

ています。 

 

 

２ 磯子消防署 

（１）火災・救急状況について【磯子消防署】 

横浜市内の 12 月末までの火災発生件数は 733 件で、前年に比べ 94 件の増加となってい 

ます。磯子区内の火災発生件数は 22 件で、前年に比べ２件の減少となっています。 

救急出場件数は、区内全体では、11,869 件で、前年に比べ 685 件増加となっていま 

す。市内全体では、254,636 件で、前年に比べ 10,550 件の増加となっています。 
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市連の報告 
１ 特別市の実現に向けた機運醸成の取組について【政策局】 

新たな大都市制度「特別市」の実現に向けて、自治会町内会の皆様にもご協力いただき

ながら、機運醸成に取り組んでいます。今年度のこれまでの取組状況と、３月に開催する

シンポジウムの概要をご説明させていただきます。 

【地区連長】単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】定例会等で情報提供をお願いします。お誘いあわせの上ご参加ください。 

 

（１）特別市に関する地域説明会 

   区連会の皆様にご協力いただき、これまでに 16 区で開催し、２月に都筑区と緑区で 

開催する予定です。 ※磯子区：令和５年 11 月１日開催 

（２）国に対する働きかけ 

  ア 横浜市の取組 

    令和５年 11 月 22 日に山中市長が総務省に出向き、「特別市の早期法制化の実 

現」について、馬場 総務副大臣に対して直接要望しました。 

  イ 指定都市市長会の取組 

    令和５年 11 月 21 日に指定都市市長会を代表して久元神戸市長（会長）、福田 

川崎市長（プロジェクトリーダー）が総務省に出向き、「多様な大都市制度の早期 

実現」について、馬場 総務副大臣に対して直接要望しました。 

    ※ 令和５年 12 月 11 日に、横田会長・須田副会長から山中市長に、「特別市の実現に 

向けた取組」についての要望書を手渡しました。 

（３）シンポジウムの開催について 

  ア 日時 

    令和６年３月９日（土）14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 

  イ 会場 

    慶応義塾大学 日吉キャンパス内 協生館２階 藤原洋記念ホール 

  ウ 定員 

    300 人（参加費無料）※申込者多数の場合は抽選 

  エ 内容 

    第１部 基調講演 ：辻 琢也氏（一橋大学教授） 

    第２部 座談会  ：山中 竹春（横浜市長）、五大 路子氏（俳優）、辻 琢也氏 

  オ 申込方法 

    申込フォーム、FAX 

  カ 申込期限 

    令和６年３月７日（木） 

（４）問合せ先 

政策局制度企画課 担当：橋本・鈴木 

電話：６７１－２９５２ FAX：６６３－６５６１ 

 

 

 

シンポジウム申込はこちら 
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２ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（７万円）について 

【健康福祉局】 

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し、緊

急支援給付金（７万円）を支給します。対象世帯の方が給付金を受け取るためには、申請

手続きが必要な場合があります。 

【地区連長】単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】定例会等で情報提供をお願いします。地域の方からご相談がありましたら、 

コールセンターや各区の申請サポート窓口をご案内ください。 

 

（１）対象世帯 

令和５年 12 月１日時点で横浜市に住民登録があり、世帯全員の令和５年度住民税 

均等割が非課税となる世帯 

（２）支給額 

１世帯あたり７万円（１回限り） 

（３）申請受付期間 

令和６年２月１日から令和６年５月１日まで（必着） 

（４）申請手続 

対象世帯の状況により異なります。詳細については、資料をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

（５）問合せ先 

ア 横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター 

電話：０１２０－０４５－３２０ 

FAX：０１２０－３０３－４６４（耳の不自由な方のお問合せ用） 

（９時～19 時。土日祝を除く。２月３日～12 日は、土日祝も実施。） 

イ 申請サポート窓口 

２月１日（木）から各区役所内に開設（９時から 17 時まで。土日祝を除く。） 

※磯子区：区役所１階区民ホールに開設予定 

ウ 担当 

健康福祉局総務課臨時特別給付金担当 担当：針替・不破野 

電話：６７１－４７５４ FAX：６６４－４７３９ 

【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo 

/R5-7man-kyufu/20231130kyufu7annai.html 

 

令
和
５
年
度 

 
 

住
民
税
非
課
税
世
帯 

申請手続 対象世帯の状況 該当する主な世帯 

不要 「支給のお知らせ」が届く世帯 前回、横浜市の給付金（３万円）を口座
振込で受給している世帯 

必要 

「確認書」が届く世帯 前回、横浜市の給付金（３万円）の対象
であったが未受給の世帯 

「申請書」の提出が必要な世帯 
「支給のお知らせ」や「確認書」の対象
とならない世帯 
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３ ヨコハマ プラ 5.3（ごみ）計画の策定について 

【資源循環局】 

Ｇ３０プラン、３Ｒ夢（スリム）プランに続くごみ処理計画として、「ヨコハマ プラ

5.3（ごみ）計画」を策定しました。本計画のもと、プラスチックごみの分別・リサイクル

の拡大など、プラスチックごみの削減を重点的に進めるとともに、３Ｒや安定的なごみ処

理に取り組んでまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

【地区連長】単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】プラスチック対策や食品ロスの削減をはじめとした資源循環の取組の推進

に、引き続き、ご協力をお願いいたします。 

 

（１）計画期間 

   2023（令和５）～2030（令和 12）年度 

（２）目標 

   燃やすごみに含まれるプラスチックごみの量を２万トン削減 

（３）計画名称に込めたメッセージ  

目標達成には、市民１人あたり年間 5.3kg のプラスチックごみを削減する必要があ 

ります。「5.3」は「ごみ」と読むことができ、市民・事業者・行政がプラごみ削減 

に向けて協働し、将来世代に良好な環境を引き継いでいくというメッセージを込め、 

「ヨコハマ プラ 5.3 計画」としました。 

（４）問合せ先 

   資源循環局政策調整課 担当：今井・木村（貴） 

   電話：６７１－２５０３ FAX：５５０－４２３９ 

【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/ 

org/shigen/sonota/hoshin/plan-2030/plan-2030.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画のロゴマーク 
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４ 自治会町内会館脱炭素化推進事業について【市民局】 

脱炭素社会の実現に向け、地域の皆さまとともに温室効果ガスの削減に取り組んでいく

ため、地域活動の拠点である自治会町内会館への省エネ設備の導入費用補助制度を新設し

ます。 

全ての補助メニューについて、補助率 2/3 で実施しますので、この機会に是非導入をご

検討ください。（２月市連会・区連会で詳細をお伝えします。） 

【地区連長】単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

【単位会長】定例会等で情報提供の上、対象となる団体は是非導入をご検討ください。 

   

（１）補助概要 

 

 

 

 

 

 

 

   ※いずれかの実施も可（ただし、蓄電池は太陽光発電設備との併用に限る。） 

    補助上限額は、合算上限額 

（２）対象団体 

   自治会町内会館を所有する団体 

（３）申請期間 

   令和６年３月１日～令和６年９月 30 日（予定） 

（４）問合せ先 

市民局地域活動推進課 担当：川口・江口 

   電話：６７１－２３１７ FAX：６６４－０７３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助メニュー 補助率 補助上限額 製品要件等 

照明の LED 化  ２／３ 60 万円 

検討中 

（２月市連会・区連会で、 

改めてお知らせいたします） 

省エネエアコン導入 ２／３ 130 万円 

窓等の断熱化 

太陽光発電設備導入 

蓄電池導入    ※ 

２／３ 200 万円 
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区連の議題 

１ 事務連絡 

（１）磯子区防災啓発動画の制作・公開開始について【総務課】 

磯子区では、区民の皆様の御協力も得て、新たな防災啓発動画を制作しました。令和６

年１月 16 日から区役所ホームページで公開しましたので、是非ご覧ください。また、今

後の「どこでもお出かけ区役所講座」等でも積極的に活用していきます。 

出演いただきました皆様、御協力ありがとうございました。 

 

ア 内容 

 防災のことなら何でも知っている天使「防災美（ぼうさいみ）ちゃん」と、磯子区の 

中学生「ハマノくん」と「イソゴくん」による「ゆる～い」掛け合いを中心に、防災に 

ついて楽しみながら学べます。 

イ 構成・長さ 

  全６話 25 分 01 秒（各話 ４分程度） 

ウ 視聴ページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/ 

bosai_bohan/saigai/isobousai/douga.html 

エ 問合せ先 

総務課危機管理・地域防災担当  担当：長田、黒川、魚住、井上 

 電話：７５０－２３１２ FAX：７５０－２５３０ 
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（２）令和６年度 磯子区地域の居場所づくり支援補助金の募集について 

【地域振興課】 

 磯子区内で空き家や空き店舗、住居の空き部屋等を活用した地域交流の場や居場所づく

りを進める団体に対して、施設改修や活動のための補助金を交付し支援を行います。 

 

ア 申請期間 

  令和６年２月１日（木）～ 

イ 申請対象者 

  区民を含む複数人で組織され、自治会町内会はじめ地域活動団体等と連携し、継続的 

に取組を行う団体 

ウ 補助期間・補助上限額 

 

オ 問合せ先 

地域振興課地域力推進担当 担当：永井、石橋 

 電話：７５０－２３９８ FAX：７５０－２５３４ 

 【ホームページ URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/ 

kyodo_manabi/kyodo_shien/chiikinoibashohojyo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区

分 
事業内容（補助期間） １年目（補助率） ２・３年目（補助率） 

① 

新たに居場所を開設し、 

事業を始めるとき 

（最大３年） 

ア 
改修等に伴う経費 

上限 150 万円（３/４） 事業活動に伴う経費 

上限 50 万円（９/10） 
イ 

事業活動に伴う経費 

上限 50 万円（９/10） 

② 

①による事業開始のため

の予備調査等を行うとき

（１回のみ） 

①の活動実施を前提とする 

予備調査等の経費 

上限 10 万円（９/10） 

- 

③ 
既存の居場所で事業を 

行うとき（１年） 

改修等に伴う経費 

上限 30 万円（９/10） 
- 
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（３）地域支えあいの活動における訪問員証の取扱い等の変更について 

【福祉保健課】 

現在、ひとり暮らし高齢者をはじめとした支援を要する方への見守り・訪問活動、その

他の福祉保健活動を円滑に実施できるよう、希望する地域の皆様に対し「訪問員証」を交

付しております。 

この度、発行手続きの簡略化や有効期限の設定等を目的に、訪問員証を一部改正いたし

ます。改正に伴い、新様式への入替えのため、旧様式の訪問員証をお持ちの方は、区役所

への返還をお願いします。また、引き続き訪問員証の発行を希望する方、及び新たに訪問

員証の発行を希望する（新規申請）場合、申請書をご提出ください。 

 

ア 主な改正内容 

（ア）訪問員証の様式変更 

（イ）訪問員証申請方法の変更 

（ウ）訪問員証発行リストの共有 

イ 新様式の申請方法 

令和６年３月以降、次の方法で申請書を配布します。申請書にご記入の上、各自治会

町内会を通し、窓口又はメールにて区役所へご提出ください。 

※申請書配布方法 

 ・３月区連会で各自治会町内会に配布 

・区役所窓口（福祉保健課事業企画担当：４階 42 番窓口） 

  ・ホームページ 

   【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/fukushi_kaigo/ 

chiikifukushi/other/sasaeai/sasaeai.html 

ウ 問合せ先 

福祉保健課事業企画担当  担当：朝日・小島 

電話：７５０－２４４３ FAX：７５０－２５４７ 

メール：is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp 
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（４）スイッチＯＮ磯子地区別計画推進発表会の開催について【福祉保健課】 

自身の地区で行っている取組を確認し、他の地区での取組を共有することで、今後のス

イッチＯＮ磯子地区別計画の推進に役立てていただく機会とすることを目的に、各地区で

の取組を発表いただく「スイッチＯＮ磯子地区別計画推進発表会」を開催いたします。 

自治会町内会役員等の皆様にご周知いただき、ご参加いただくようご配慮をお願いいた

します。 

 

ア 日時 

令和６年３月４日（木）14 時 00 分～15 時 45 分（13 時半開場） 

※事前申込み不要 

イ 会場 

磯子公会堂 ホール 

ウ 内容 

  各地区での取り組み発表及び意見交換 

  ファシリテーター：西尾 敦史氏（学校法人東邦学園 愛知東邦大学 教授） 

＜発表地区＞※順不同 

滝頭地区、汐見台地区、洋光台地区 

オ 問合せ先 

福祉保健課事業企画担当  担当：朝日・伊東 

電話：７５０－２４４２ FAX：７５０－２５４７ 

 

 

 

（５）根岸住宅地区の原状回復作業の状況について【防衛省南関東防衛局】 

現在、根岸住宅地区の原状回復作業（同地区の維持管理のために残置が必要となる施設

以外の建物・工作物の解体撤去工事等）を実施してきているところですが、現在の作業の

進捗を踏まえると、当該作業は、令和６年度においても継続する見込みですのでお知らせ

いたします。 

   ※ 当該作業が完了する時期については、現在調整中であり、決まり次第お伝えいたし 

ます。 

 

〇問合せ先 

 南関東防衛局管理部施設管理課 

 電話：２１１－７１０５ 
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２ その他 

（１）資料配布 

ア 汐見台自治会連合会だより 第 426・427 号 

イ 岡村地区連合町内会・岡村地区社会福祉協議会 広報紙「おかむら」第 43 号 

ウ 横浜市消費生活総合センター 月次相談リポート  各自治会町内会に配布 

エ いそごポケット 磯子区統計白書 令和５年度版  各自治会町内会に配布 

オ 横浜南税務署からのお知らせ            各自治会町内会に配布 
     ※掲示板への掲出を希望される場合は、地域振興課にご連絡ください。必要部数お渡しします。 

 

 

 

 

 

 

閉 会 

 
次回開催日：令和６年２月 16 日（金）10：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

以下の自治会町内会で、活動情報・会報誌の更新を行っています。 

是非、ご覧ください。（  磯子区連合町内会長会  で検索！ ） 

岡村中部自治会（岡村中部 NEWS 12 月号掲載） 

磯子山手町内会（やまて会報令和５年 12 月号・令和６年１月号掲載） 

 洋光台連合自治町内会（「令和６年洋光台地区 新年賀詞交歓会」活動情報掲載） 

 

区連会ホームページ更新情報 （11 月 10 日～１月 10 日） 

磯子区役所ホームページ内に自治会・町内会の皆様にご提出いただく様式の情報を集約して 

掲載するページ（自治会町内会向け様式ダウンロードページ）を開設しています。 

是非、ご活用ください。（  磯子区 自治会町内会向け様式ダウンロード  で検索！） 

【URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/ 

kyodo_shien/jichichou/youshiki.html 

 自治会町内会様式ダウンロードページについて 

各自治会町内会の専用のアカウントでログインいただき、簡単に会の活動報告や会報誌を 

アップロードすることができます。ご活用ください。 

※専用のアカウントがご不明な場合は、ご連絡ください。 

（問合せ先：磯子区連合町内会長会事務局（磯子区役所地域振興課） 電話：750-2391） 

＜確定申告 申告書作成会場＞ 
※税務署の申告書作成会場でも、原則としてご自身の 
スマートフォン操作による申告となります。 
【開設期間】２月１６日(金)～３月１５日(金) 
【受付時間】８：３０～１６：００ 
【相談時間】９：１５～１７：００ 
※土日・祝日を除く（ただし２月２５日(日)は開場） 
【会場】横浜南税務署 金沢区並木３－２－９ 

横浜市南税務署 確定申告について 


